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豊中市の制度＿一時預かり事業の実施要綱

1

豊中市の定める一時預かり（一般型）は、「断続的一時保育」と「緊急一時保育」があり
ますが、利用者負担の「減免」を行うような規定は今まではありませんでした。



国の制度＿一時預かり事業の実施要綱

2

国の定める一時預かり事業（一般型）では、利用者負担軽減「いわゆる減免」の規定があります。



国の制度＿乳児等通園支援事業の実施要綱

3

国の定める乳児等通園支援事業では、利用料減免の規定があります。このことから、
乳児等通園支援事業の減免対象者と同じ対象者を一時保育においても減免対象者とすることとしました。



一時保育の利用者減免の対象者の区分とその金額

4

利用料減免の結果は上記の「減免後の利用料」となります。なお、生活保護世帯でかつサポートプランにおいて一時預かり事業を
利用を促した者の認定である場合など複数の区分に該当する場合は、利用料減免幅が大きい方生活保護世帯の利用料となります。

番号 利用者の減免区分 減免後の利用料
豊中市の利用者負担額
（保育料）表での階層

１
対象児童の保護者が、利用日において生活保護法
（昭和25年法律第144号）第６条第１項に規定する
被保護者である場合

１日当り 0円
飲食費 400円
延長保育料 0円
（午後６時00分を超える場合）

第１階層相当

２
対象児童の保護者及び当該保護者と同一の世帯に
属する者が、地方税法（昭和25年法律第226号）の
規定による市町村民税を課されない者である場合

１日当り 0円
飲食費 400円
延長保育料 0円
（午後６時00分を超える場合）

第２階層相当

３

保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に
ついて、地方税法の規定による市町村民税の同法
第292条第１項第２号に掲げる所得割の額を合算し
た額が７万7,101円未満である場合

１日当り 400円
飲食費 400円
延長保育料 200円
（午後６時00分を超える場合）

第３階層～第４A階層相当

４

対象児童の保護者が、豊中市はぐくみセンター又
は豊中市児童相談所からサポートプランを手交さ
れ、サポートプランにおいて一時保育事業の利用
を促した者であることが認められる場合

１日当り 700円
飲食費 400円
延長保育料 200円
（午後６時00分を超える場合）

階層に関係なし

５ 対象児童の保護者が、上記以外の場合

１日当り 2,200円
飲食費 400円
延長保育料 200円
（午後６時00分を超える場合）

第４B階層～第８階層相当



利用者・実施事業者・市町村の利用者減免の相関図
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一時預かりの利用者 一時保育の実施事業者

豊中市

③一時預かり事業の利用

②利用料減免の認定

①利用料減免の申請

④一時預かり事業の利用料徴収

⑤一時預かり事業の減免分を補助

利用料減免は、③の一時保育の利用の前に、①の利用料減免の申請と②利用料減免の認定を実施いただく必要が
あります。もし、利用料の減免の申請や認定がない場合は原則は減免制度を使っていただくことができません。



利用者減免の書類のイメージ
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利用者からの申請（電子申込のLogoフォーム)と、豊中市から認定する認定書（減免決定通知書）は上記のようなものになります。
右側の認定書（減免決定通知書）を確認し「一時保育利用料」と「減免理由」を確認いただいた上で、

実施事業所にて利用料を徴収するようにしてください。

申請書
（案）

認定書
（案）



利用者と実施事業者の利用者減免での利用ケース１
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このケースの場合、利用が初回利用ではないなどで利用者が減免申請と認定を既に受けておられるような場合で、
延長保育の前にお迎えが来ているため、特に問題は起こらないと考えています。

時間 利用者 事業者 備考

８時００分
一時預かりの予約を経て一時預かりの
利用者が事業所に来る

ー ー

８時１０分 ー
利用者の事前の申請で減免があるとの申し出
なので減免が分かる書類を確認する。

ー

８時１５分
減免が分かる書類を提出しその場で確
認してもらう

ー ー

↓

１７時００分
一時預かりの利用終了のため事業所に
お迎えに来る

ー
１８時から延長
保育開始

１７時２０分 ー 減免後の利用料と実費などを徴収する ー



利用者と実施事業者の利用者減免での利用ケース２
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このケースの場合、利用が初回ではないなどで利用者が減免申請と認定を既に受けておられるような場合で、
延長保育になっているため、延長保育料分も徴収するか減免になるかを判断する必要があります。

時間 利用者 事業者 備考

８時００分
一時預かりの予約を経て一時預かりの
利用者が事業所に来る

ー ー

８時１０分 ー
利用者の事前の申請で減免があるとの申し出
なので減免が分かる書類を確認する。

ー

８時１５分
減免が分かる書類を提出しその場で確
認してもらう

ー ー

↓

１８時１０分
一時預かりの利用終了のため事業所に
お迎えに来る

ー
１８時から延長
保育開始

１８時２０分 ー
減免後の利用料と延長保育料と実費などを徴
収する

ー



利用者と実施事業者の利用者減免での利用ケース３
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このケースの場合、利用者が初回利用などで減免申請と認定を受けていない場合で、延長保育の前に
お迎えが来ているため、減免しない額での利用料と実費などを徴収します。

時間 利用者 事業者 備考

８時００分
一時預かりの予約を経て一時預かりの
利用者が事業所に来る

ー ー

８時１０分 ー
利用者の事前の申請で減免があるとの申し出
なので減免が分かる書類を確認する。

ー

８時１５分
減免が分かる書類の申請と認定がない
ため確認できるものを持っていない

ー

認定を受けてい
ない？それとも
持ってくるのを
忘れた？

↓

１７時００分
一時預かりの利用終了のため事業所に
お迎えに来る

ー
１８時から延長
保育開始

１７時２０分 ー 減免しない利用料と実費などを徴収する ー



まとめ
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豊中市における一時預かり事業の減免制度についてまとめると以下のとおりです。

・豊中市の一時預かり事業の減免については、民間施設で実施される一時預かり事業のほか公立こども園で実施される一
時預かり事業や、ポピンズキッズルーム庄内やポピンズキッズルーム桜の町などで実施される一時保育事業など、豊中市
内にあるすべての施設での一時預かり事業が減免の対象になります。（一時預かり事業（幼稚園型）は除く。）

・一時預かり予約システム（ミチシルベ）からの予約～利用と、電話等からの予約～利用からのいずれにおいても減免の
対象となります。予約を受け付けたときに「もし減免対象者であればそのことを確認するための書類が当日必要になる」
ことをお伝えいただき、利用の当日にそれを確認することをお伝えください。

・減免対象者かどうかの認定の確認は、原則は原本での確認をお願いします。

・減免対象者かどうか分からない場合に、いったん利用料を支払っていただき後に返還するなどは原則できませんので、
一時預かりの利用の前に減免の申請ののち認定を取っていただくことを、事業者さまでも周知してください。

以上になります。引き続き一時預かり事業にご協力のほうお願いいたします。
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